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はじめに

本県では、甚大な被害をもたらした「東日本大震災」の発災後、ただちに「地震津波減

災対策検討委員会」を設置し、「東日本大震災」の課題と教訓から、これまでの防災だけ

でなく、新たに「助かる命を助ける」という減災の視点を加えた地震・津波対策の抜本的

な検討を進め、これまで県が取り組んできた各種施策の検証を行うとともに、今後、早急

に実施すべき対策を網羅した「『とくしま－０（ゼロ）作戦』地震対策行動計画」を取り

まとめ、南海トラフ巨大地震や直下型地震発災時の死者ゼロを目指すことを基本理念とし

て、地震・津波対策を迅速かつ確実に実施してきたところである。

国においては、平成２５年１２月１１日に、「強くしなやかな国民生活の実現を図るた

めの防災・減災等に資する国土強靭化基本法（以下「基本法」という。）」が公布・施行

され、基本法に基づき、国土の強靱化に関して関係する国の計画等の指針となる「国土強

靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を平成２６年６月に策定し、今後、基本計

画に基づく国の他の計画の見直しや施策の推進等、政府が一丸となって強靱な国づくりを

進めていくこととしている。

一方、国土強靱化を実効あるものとするためには、国における取組のみならず、地方公

共団体や民間事業者を含め、関係者が総力をあげて取り組むことが不可欠であり、国にお

ける基本計画の策定に引き続き、地方公共団体において、各々の地域の強靱化計画が策定

され、国と地方が一体となって強靱化の取組を推進していくことが重要である。

このため、本県においては、「南海トラフの巨大地震」に加え、近年、大型化する台風

や激化するゲリラ豪雨による大規模水害や大規模土砂災害及び突発的な豪雪による災害、

また、複数の自然現象が同時又は連続して発生する「複合災害」等に対しても、｢致命的

な被害を負わない強さ｣と｢速やかに回復するしなやかさ｣を持った安全・安心な地域社会

の構築に向けた「県土の強靱化」の推進を図るため、国土強靱化に関して本計画以外の県

の計画等の指針となるべきものとして、「徳島県国土強靭化地域計画」（以下、「地域計画」

という。）を策定するものである。

なお、「地域計画」は、様々な分野の有識者からなる「徳島県国土強靱化地域計画策定

検討委員会」を設置し、各委員の意見や提言を適切に反映し、策定を行った。


